
委員Ⅰ 委員Ⅱ 委員Ⅲ 委員Ⅳ 委員Ⅴ 合計

１　基本事項の評価 （事務局が客観的視点により採点）

１
専門技術力

（経験年数、実績）

地方自治体における証明交付実績を有し、本業務に係る専門能力、知識を備えていると認めら
れる。
→事業者としての証明交付受託業務の実績（延べ実績年数30年以上5点、20～29年：4点　10～
19年：3点　1～9年：2点　証明交付経験は無いが官公庁委託業務の経験10年以上：1点、0年：0
点）

15 75

２
専任性

（手持ち業務量）

業務責任者及び業務担当者が他の業務を担当せず、本件について専任となっているか。
（業務責任者が専任：５点、業務責任者が他に1件兼任：４点、業務責任者が他に2件兼任：３
点、業務責任者が他に３件兼任：２点、業務責任者が他に４件以上兼任：１点）

10 50

３
実施体制の的確性

（予定担当者又は技術
者の動員計画）

業務の経験が豊かな担当者を配置しているか。
業務担当者の同種業務の実績（１年以上継続したものに限る）の平均5年以上：5点、4年：4点、3
年：3点、2年：2点、1年：1点、０年：０点）

5 25

30 30 30 30 30 30 150

満点 150

平均 30.0

２　企画提案の評価
１　管理体制について

（１） 従事者教育
配置前及び配置後の教育についての考え方、教育内容、実施計画が具体的に示され、業務遂行
に当たって、十分な教育体制が見込まれる。

10 8 8 10 8 10 44

（２）
責任体制（指揮、命令
及び意思決定手順）

区から独立した責任体制（指揮・命令）及び意思決定手順についての考え方が明確に示され、
業務遂行が十分に見込める体制になっている。
責任者の配置、人材育成についての考え方が具体的に示されている。

10 8 8 10 10 8 44

（３）
区との連絡体制、従事
者との連絡体制、情報伝

達方法

区との連絡体制や協議方法が、明確に示されている。
従事者との連絡体制、情報伝達方法が明確に示されている。

15 9 12 15 12 12 60

２　個人情報保護・マイナンバー・情報セキュリティ対策について

（１）
個人情報保護・マイナ
ンバー・情報セキュリ

ティ対策

守秘義務を含めた個人情報保護、情報セキュリティ対策についての考え方、特定個人情報（マ
イナンバー）の取扱に関する考え方、対応策等

15 9 12 15 15 12 63

３　業務の提供水準について

（１）

各種証明発行に関する法令
の理解と、窓口・郵送請

求・電子申請による手続き
の考え体制・考え方

各種証明発行に関する法令及び住民基本台帳や税務情報といった個人情報を取り扱う業務への
知識・対策について明確に述べられている。
窓口発行・郵送請求・電子申請といった各種手続きに関して遅滞ない安定的なサービス提供が
見込める。

15 9 12 15 15 15 66

（２）
手数料収納、管理
及び統計報告事務

現金及び手数料の取扱いについて適切な対応が見込まれる。また収納及び統計については申請
書とレジを合致させる。受付数・発行数（有料・無料）・キャッシュレスを含む支払い方法・収納
金額等、各種統計を取り、いついかなる時でも詳細で正確な数値の提供が見込める。

15 9 12 12 12 9 54

（３） 案内業務の体制

区が進める「やさしい日本語」や「多言語対応第三者通訳サービスの機器」の活用などを踏ま
え、外国人住民への接遇・多言語対応について、従事者及び通訳従事者への教育、配置体制が
講じられている。
高齢者、障害者など、要配慮者への対応が講じられている。

10 6 6 4 6 6 28

（４）
緊急時の対応、

苦情対応及び接遇

誤交付など、業務上起こり得る事故について防止策が充分に示されている。また、発生した事故、苦
情、トラブルへの対応について、派遣元及び区への報告体制や対応策が具体的に示されている。
区民目線に立った接遇についての考え方、教育及び対応策等が具体的に示されている。

15 6 9 15 12 12 54

（５）
区の施策を踏まえた
混雑緩和に対応する

工夫・提案

マイナンバーカードを利用した証明書交付など、区の取り組みを生かしながら混雑を緩和する
工夫がされている。

15 9 9 9 9 12 48

４　労働諸法令の遵守及び労働環境の確保について

（１）
労働諸法令遵守の考え

方、対策等
労働諸法令の遵守についての考え方、対策等が明確に示されている。
労働環境確保策が十分に構築されている。

10 6 6 6 8 8 34

（２）
従事者の勤務評価及び
評価後の指導体制、雇
用形態、賃金形態等

労働諸法令を遵守した上で、勤務評価及び評価後の指導方法等が具体的に示され、あわせて、
適切な雇用形態、賃金形態により、従事者の継続した就業、人材確保及び定着ができる体制の
構築に努めている。

10 6 6 6 8 8 34

（３） 従事者の安全衛生管理
従事者の就業状況や健康状況を適切に管理し、日ごろのフォロー体制、メンタルヘルスケア、
福利厚生等の体制が整っている。

10 6 6 6 8 8 34

５　その他特筆事項について

（１） 独自の提案内容

仕様書以外の案が提案され、独創的で区に有益な内容が述べられており、実現が期待できる。
区における業務実施について将来展望を含めた積極的提案となっており、取り組み意欲が感じ
られる。
※提案がない場合は0点

10 4 6 8 6 6 30

160 95 112 131 129 126 593

満点 800

平均 118.6

３　見積額の評価 （事務局が客観的視点により採点）

1 見積価額
参考事業規模に対する見積額により採点（事務局が客観的視点により採点）
区が示した価格を上限とし、95％以上～２点、90％以上～95％未満　３点、85％以上～90％未
満　４点、80％以上～85％未満　５点、80％未満　１点とする。

10 30

10 6 6 6 6 6 30

満点 50

平均 6.0

200 131 148 167 165 162 773
※第一次審査の満点の６０％（６００点）を基準点（最低ライン）とします。（加点を除く） 満点 1000

平均 154.6

200

加点項目

区内事業者の場合に、事務局採点項目の配点（満点）の合計５％を加点
事務局採
点配点
の5%

ワーク・ライフ・バランス推進企業としての認定を受けている事業者に、事務局採点項目の配
点（満点）の合計５％を加点

事務局採
点配点
の5%

障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に規定する法定雇用障害者数以上の障害者雇用が
ある事業者に、事務局採点項目の配点（満点）の合計５％を加点

事務局採
点配点
の5%

子育てサポート企業としての認定を受けている事業者に、事務局採点項目の配点（満点）の合
計５％を加点

事務局採
点配点
の5%

女性活躍推進企業としての認定を受けている事業者に、事務局採点項目の配点（満点）の合計
５％を加点

事務局採
点配点
の5%

Ａ事業者(パーソルビジネスプロセスデザイン㈱）

一次審査合計（加点項目含む） 813

子育てサポート企業の評価 該当する 10

女性活躍推進企業の評価 該当する 10

障害者雇用の評価 該当する 10

一次審査 小計①

一次審査 小計②

一次審査 小計③

合計（小計①+②+③）

事務局採点配点（①③の合計配点40点×５）

区内事業者優遇 該当する 10

ワーク・ライフ・バランス
推進の評価

該当しない 0

事務局採点

事務局採点

窓口事務等における証明発行等業務委託　事業候補者選考　【一次審査採点表】 様式５

項番・項目 評価の視点 配点
Ａ事業者(パーソルビジネスプロセスデザイン㈱）


